
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号

法
務
省
組
織
令

内
閣
は
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
、
法
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九

十
三
号
）
及
び
公
安
調
査
庁
設
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

目
次第

一
章
　
本
省

第
一
節
　
秘
書
官
（
第
一
条
）

第
二
節
　
内
部
部
局

第
一
款
　
大
臣
官
房
及
び
局
の
設
置
等
（
第
二
条―

第
九
条
）

第
二
款
　
特
別
な
職
の
設
置
等
（
第
十
条―

第
十
二
条
）

第
三
款
　
課
の
設
置
等

第
一
目
　
大
臣
官
房
（
第
十
三
条―

第
二
十
一
条
）

第
二
目
　
民
事
局
（
第
二
十
二
条―

第
二
十
七
条
）

第
三
目
　
刑
事
局
（
第
二
十
八
条―
第
三
十
三
条
）

第
四
目
　
矯
正
局
（
第
三
十
四
条―
第
三
十
九
条
）

第
五
目
　
保
護
局
（
第
四
十
条―

第
四
十
三
条
）

第
六
目
　
人
権
擁
護
局
（
第
四
十
四
条―
第
四
十
七
条
）

第
七
目
　
訟
務
局
（
第
四
十
八
条―

第
五
十
三
条
）

第
三
節
　
審
議
会
等
（
第
五
十
四
条―

第
五
十
六
条
）

第
四
節
　
施
設
等
機
関
（
第
五
十
七
条―

第
六
十
条
）

第
五
節
　
地
方
支
分
部
局

第
一
款
　
矯
正
管
区
（
第
六
十
一
条
・
第
六
十
二
条
）

第
二
款
　
地
方
更
生
保
護
委
員
会
（
第
六
十
三
条
）

第
三
款
　
法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
（
第
六
十
四
条―

第
六
十
七
条
）

第
四
款
　
保
護
観
察
所
（
第
六
十
八
条
）

第
二
章
　
外
局

第
一
節
　
出
入
国
在
留
管
理
庁

第
一
款
　
特
別
な
職
（
第
六
十
九
条―

第
七
十
一
条
）

第
二
款
　
内
部
部
局

第
一
目
　
部
の
設
置
等
（
第
七
十
二
条―

第
七
十
四
条
）

第
二
目
　
課
の
設
置
等
（
第
七
十
五
条―

第
八
十
三
条
）

第
三
款
　
地
方
支
分
部
局
（
第
八
十
四
条―

第
八
十
六
条
）

第
二
節
　
公
安
調
査
庁

第
一
款
　
特
別
な
職
（
第
八
十
七
条
）

第
二
款
　
内
部
部
局
（
第
八
十
八
条―

第
九
十
三
条
）

第
三
款
　
施
設
等
機
関
（
第
九
十
四
条
）

第
四
款
　
地
方
支
分
部
局
（
第
九
十
五
条―

第
九
十
七
条
）

附
則

第
一
章
　
本
省

第
一
節
　
秘
書
官

（
秘
書
官
の
定
数
）

第
一
条
　
秘
書
官
の
定
数
は
、
一
人
と
す
る
。

第
二
節
　
内
部
部
局

第
一
款
　
大
臣
官
房
及
び
局
の
設
置
等

（
大
臣
官
房
及
び
局
の
設
置
等
）

第
二
条
　
本
省
に
、
大
臣
官
房
及
び
次
の
六
局
を
置
く
。

民
事
局

刑
事
局

矯
正
局

保
護
局

人
権
擁
護
局

訟
務
局

２
　
大
臣
官
房
に
、
司
法
法
制
部
を
置
く
。

（
大
臣
官
房
の
所
掌
事
務
）

第
三
条
　
大
臣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
大
臣
の
官
印
及
び
省
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
法
令
案
そ
の
他
の
公
文
書
類
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
法
務
省
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
法
務
省
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
法
務
省
の
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

九
　
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
基
本
的
か
つ
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
法
務
省
の
行
政
の
考
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
国
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
法
務
省
の
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
法
務
省
の
所
掌
に
係
る
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
法
務
省
所
管
の
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
並
び
に
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
の
経
理
の
う
ち
法
務
省
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
　
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
に
属
す
る
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
並
び
に
物
品
の
管
理
の
う
ち
法
務

省
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

十
八
　
法
務
省
の
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
（
矯
正
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

十
九
　
皇
統
譜
副
本
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
　
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
政
策
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一
　
法
務
省
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二
　
最
高
裁
判
所
と
の
連
絡
交
渉
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三
　
基
本
法
制
に
関
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四
　
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
関
係
事
務
に
関
す
る
国
際
機
関
、
外
国
の
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係

機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五
　
法
務
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六
　
国
際
連
合
と
日
本
国
と
の
間
に
締
結
さ
れ
る
、
犯
罪
の
防
止
及
び
犯
罪
者
の
処
遇
並
び
に
少
年
非
行
の

防
止
及
び
非
行
少
年
の
処
遇
の
分
野
に
関
し
、
研
修
、
研
究
及
び
調
査
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
研
修
所
を

日
本
国
に
設
置
す
る
こ
と
に
関
す
る
条
約
に
基
づ
き
、
国
際
連
合
に
協
力
し
て
行
う
研
修
、
研
究
及
び
調
査
に

関
す
る
こ
と
。

二
十
七
　
公
証
人
、
人
権
擁
護
委
員
、
保
護
司
及
び
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
役
員
の
身
分
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
八
　
検
察
官
適
格
審
査
会
及
び
検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
の
庶
務
（
検
察
官
・
公
証
人
特
別
任

用
等
審
査
会
公
証
人
分
科
会
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
九
　
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
　
司
法
制
度
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。
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三
十
一
　
司
法
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
二
　
内
外
の
法
令
及
び
法
務
に
関
す
る
資
料
の
整
備
及
び
編
さ
ん
を
行
う
こ
と
。

三
十
三
　
法
制
審
議
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
四
　
国
立
国
会
図
書
館
支
部
法
務
図
書
館
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
五
　
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
六
　
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
評
価
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
七
　
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
（
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
役
員
の
身

分
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

三
十
八
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
合
法
律
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
九
　
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
五
条
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
　
外
国
法
事
務
弁
護
士
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
一
　
債
権
管
理
回
収
業
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
二
　
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
の
規
定

に
よ
る
民
間
紛
争
解
決
手
続
の
業
務
の
認
証
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
三
　
前
各
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
務
省
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関

す
る
法
令
案
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
四
　
法
務
省
設
置
法
第
三
条
第
一
項
の
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
つ
い
て
、
当
該
重
要

政
策
に
関
し
て
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
基
本
的
な
方
針
に
基
づ
い
て
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る

た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
十
五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
務
省
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ

と
。

２
　
司
法
法
制
部
は
、
前
項
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
（
司
法
試
験
制
度
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と

に
限
る
。
）
及
び
第
三
十
二
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
民
事
局
の
所
掌
事
務
）

第
四
条
　
民
事
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
民
事
法
制
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
国
籍
、
戸
籍
、
登
記
、
供
託
及
び
公
証
に
関
す
る
こ
と
（
大
臣
官
房
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
司
法
書
士
及
び
土
地
家
屋
調
査
士
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
公
証
人
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
民
事
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
同
法
第

三
章
に
規
定
す
る
戸
籍
の
附
票
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
土
地
所
有
権
の
国
庫
へ
の
帰
属
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）

の
規
定
に
よ
る
土
地
所
有
権
の
国
庫
へ
の
帰
属
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

（
刑
事
局
の
所
掌
事
務
）

第
五
条
　
刑
事
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
刑
事
法
制
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
検
察
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
司
法
警
察
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
犯
罪
人
の
引
渡
し
、
国
際
捜
査
共
助
そ
の
他
の
刑
事
に
関
す
る
国
際
間
の
共
助
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
犯
罪
の
予
防
に
関
す
る
こ
と
（
保
護
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
刑
事
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

五
年
法
律
第
四
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
派
遣
に
伴
う
法
科
大
学
院
の
教
育
に
対
す
る
法
曹
と
し
て
の

実
務
に
係
る
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

（
矯
正
局
の
所
掌
事
務
）

第
六
条
　
矯
正
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
刑
及
び
勾
留
、
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
第
六

十
四
条
第
一
項
第
二
号
（
同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第

三
号
の
保
護
処
分
並
び
に
少
年
鑑
別
所
に
送
致
す
る
観
護
の
措
置
並
び
に
監
置
の
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
こ

と
。

二
　
国
際
受
刑
者
移
送
に
関
す
る
こ
と
（
保
護
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
犯
罪
人
の
指
紋
そ
の
他
そ
の
個
人
識
別
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
刑
務
共
済
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
矯
正
に
関
す
る
こ
と
。

（
保
護
局
の
所
掌
事
務
）

第
七
条
　
保
護
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
恩
赦
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
仮
釈
放
、
仮
出
場
、
仮
退
院
、
不
定
期
刑
の
終
了
及
び
退
院
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
保
護
観
察
、
更
生
緊
急
保
護
及
び
刑
事
施
設
又
は
少
年
院
に
収
容
中
の
者
の
生
活
環
境
の
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

四
　
保
護
司
に
関
す
る
こ
と
（
大
臣
官
房
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
更
生
保
護
事
業
の
助
長
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
民
間
に
お
け
る
犯
罪
予
防
活
動
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
国
際
受
刑
者
移
送
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
共
助
刑
の
執

行
の
減
軽
又
は
免
除
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
更
生
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年

法
律
第
百
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
精
神
保
健
観
察
そ
の
他
の
同
法
の
対
象
者
に
対
す
る
地
域
社
会
に
お
け
る
処

遇
並
び
に
生
活
環
境
の
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
厚
生
労
働
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
人
権
擁
護
局
の
所
掌
事
務
）

第
八
条
　
人
権
擁
護
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
人
権
侵
犯
事
件
に
係
る
調
査
並
び
に
被
害
の
救
済
及
び
予
防
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
人
権
啓
発
及
び
民
間
に
お
け
る
人
権
擁
護
運
動
の
助
長
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
人
権
擁
護
委
員
に
関
す
る
こ
と
（
大
臣
官
房
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
人
権
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

（
訟
務
局
の
所
掌
事
務
）

第
九
条
　
訟
務
局
は
、
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
争
訟
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
款
　
特
別
な
職
の
設
置
等

（
官
房
長
）

第
十
条
　
大
臣
官
房
に
、
官
房
長
を
置
く
。

２
　
官
房
長
は
、
命
を
受
け
て
、
大
臣
官
房
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

（
政
策
立
案
総
括
審
議
官
、
公
文
書
監
理
官
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
及
び
審
議
官
）

第
十
一
条
　
大
臣
官
房
に
、
政
策
立
案
総
括
審
議
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ

る
も
の
と
す
る
。
）
、
公
文
書
監
理
官
一
人
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
一
人
及
び
審
議
官
六
人

（
う
ち
二
人
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
置
く
。

２
　
政
策
立
案
総
括
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
合
理
的
な
根
拠
に
基
づ
く
政
策
立

案
の
推
進
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
並
び
に
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

３
　
公
文
書
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
公
文
書
類
の
管
理
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す

る
情
報
の
公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
事
務
並
び
に
関
係

事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

４
　
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
サ
イ
バ
ー
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ
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バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
）
の
確
保
並
び
に
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
並
び
に
こ
れ
ら
と
併
せ
て
行

わ
れ
る
事
務
の
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
事
務
並
び
に
関
係
事
務
を
総
括
整

理
す
る
。

５
　
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画

し
、
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

（
参
事
官
）

第
十
二
条
　
大
臣
官
房
に
、
司
法
法
制
部
に
置
く
も
の
の
ほ
か
参
事
官
八
人
（
う
ち
四
人
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職

を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
、
司
法
法
制
部
に
参
事
官
二
人
を
、
民
事
局
に
参
事
官

七
人
（
う
ち
三
人
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
、
刑
事
局

に
参
事
官
五
人
（
う
ち
一
人
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
、

矯
正
局
に
参
事
官
二
人
を
、
保
護
局
及
び
人
権
擁
護
局
に
参
事
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
、
訟
務
局
に
参
事
官
二
人

（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
置
く
。

２
　
参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
そ
の
置
か
れ
る
官
房
、
局
又
は
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
な
法
令
案
の
作
成

そ
の
他
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
す
る
。

第
三
款
　
課
の
設
置
等

第
一
目
　
大
臣
官
房

（
大
臣
官
房
に
置
く
課
等
）

第
十
三
条
　
大
臣
官
房
に
、
司
法
法
制
部
に
置
く
も
の
の
ほ
か
、
次
の
五
課
及
び
厚
生
管
理
官
一
人
を
置
く
。

秘
書
課

人
事
課

会
計
課

国
際
課

施
設
課

２
　
司
法
法
制
部
に
、
次
の
二
課
を
置
く
。

司
法
法
制
課

審
査
監
督
課

（
秘
書
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
四
条
　
秘
書
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
大
臣
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
及
び
事
務
次
官
の
官
印
並
び
に
省
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
法
令
案
そ
の
他
の
公
文
書
類
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
法
務
省
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
法
務
省
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
法
務
省
の
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
出
入
国
在
留
管
理
庁
及
び
国
際
課
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

九
　
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
基
本
的
か
つ
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
（
国
際
課
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
　
法
務
省
の
行
政
の
考
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
国
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
皇
統
譜
副
本
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
政
策
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
法
務
省
の
事
務
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
法
務
省
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
　
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
官
報
掲
載
に
関
す
る
こ
と
。

十
八
　
儀
式
に
関
す
る
こ
と
（
人
事
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
九
　
最
高
裁
判
所
と
の
連
絡
交
渉
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
　
基
本
法
制
に
関
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一
　
法
務
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二
　
法
務
省
設
置
法
第
三
条
第
一
項
の
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
つ
い
て
、
当
該
重
要

政
策
に
関
し
て
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
基
本
的
な
方
針
に
基
づ
い
て
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る

た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
務
省
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ

と
。

（
人
事
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
五
条
　
人
事
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
法
務
省
の
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
法
務
省
の
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
（
厚
生
管
理
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
栄
典
の
推
薦
及
び
伝
達
の
実
施
並
び
に
儀
式
の
出
席
者
の
推
薦
及
び
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
公
証
人
、
人
権
擁
護
委
員
、
保
護
司
及
び
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
役
員
の
身
分
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
検
察
官
適
格
審
査
会
及
び
検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
の
庶
務
（
検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等

審
査
会
公
証
人
分
科
会
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
司
法
試
験
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
会
計
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
六
条
　
会
計
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
法
務
省
の
所
掌
に
係
る
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
法
務
省
所
管
の
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
の
経
理
の
う
ち
法
務
省
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
に
属
す
る
物
品
の
管
理
の
う
ち
法
務
省
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ

と
。

五
　
庁
内
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
本
省
で
使
用
す
る
自
動
車
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

（
国
際
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
七
条
　
国
際
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
関
係
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
関
係
事
務
に
関
す
る
基
本
的
か
つ
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関

す
る
こ
と
。

三
　
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
関
係
事
務
に
関
す
る
国
際
機
関
、
外
国
の
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関

と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
国
際
連
合
と
日
本
国
と
の
間
に
締
結
さ
れ
る
、
犯
罪
の
防
止
及
び
犯
罪
者
の
処
遇
並
び
に
少
年
非
行
の
防
止

及
び
非
行
少
年
の
処
遇
の
分
野
に
関
し
、
研
修
、
研
究
及
び
調
査
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
研
修
所
を
日
本

国
に
設
置
す
る
こ
と
に
関
す
る
条
約
に
基
づ
き
、
国
際
連
合
に
協
力
し
て
行
う
研
修
、
研
究
及
び
調
査
に
関
す

る
こ
と
。

（
施
設
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
八
条
　
施
設
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
法
務
省
所
管
の
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
に
属
す
る
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
の
う
ち
法
務
省
の
所
掌
に
係
る
も
の

に
関
す
る
こ
と
。

四
　
法
務
省
の
職
員
に
貸
与
す
る
宿
舎
に
関
す
る
こ
と
。
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五
　
外
国
の
法
務
行
政
の
用
に
供
す
る
施
設
の
整
備
に
係
る
国
際
協
力
並
び
に
こ
れ
ら
の
施
設
の
管
理
及
び
運
営

に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
厚
生
管
理
官
の
職
務
）

第
十
九
条
　
厚
生
管
理
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
法
務
省
の
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
（
矯
正
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

二
　
恩
給
に
関
す
る
連
絡
事
務
及
び
法
務
省
の
職
員
の
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

（
司
法
法
制
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
　
司
法
法
制
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
司
法
制
度
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
司
法
試
験
制
度
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
内
外
の
法
令
及
び
法
務
に
関
す
る
資
料
の
整
備
及
び
編
さ
ん
を
行
う
こ
と
。

四
　
法
制
審
議
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
国
立
国
会
図
書
館
支
部
法
務
図
書
館
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
法
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
評
価
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
（
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
役
員
の
身
分
に

関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

九
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
合
法
律
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
務
省
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
法
令
案
の

作
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
司
法
法
制
部
の
所
掌
事
務
で
審
査
監
督
課
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に

関
す
る
こ
と
。

（
審
査
監
督
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
一
条
　
審
査
監
督
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
弁
護
士
法
第
五
条
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
外
国
法
事
務
弁
護
士
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
債
権
管
理
回
収
業
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
民
間
紛
争
解
決
手
続
の
業
務
の
認
証

に
関
す
る
こ
と
。

第
二
目
　
民
事
局

（
民
事
局
に
置
く
課
等
）

第
二
十
二
条
　
民
事
局
に
、
次
の
四
課
及
び
民
事
法
制
管
理
官
一
人
を
置
く
。

総
務
課

民
事
第
一
課

民
事
第
二
課

商
事
課

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
三
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
民
事
法
制
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
（
民
事
法
制
管
理
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。
二
　
民
事
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
証
に
関
す
る
こ
と
（
大
臣
官
房
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
公
証
人
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
民
事
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
民
事
第
一
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
四
条
　
民
事
第
一
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
国
籍
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
戸
籍
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
に
定
め
る
登
記
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
破
壊
活
動
防
止
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
号
）
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
財
産
の
管
理
及
び
処

分
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
住
民
基
本
台
帳
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
同
法
第
三
章
に
規
定
す
る
戸
籍
の
附
票
に
関
す

る
こ
と
。

（
民
事
第
二
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
五
条
　
民
事
第
二
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
不
動
産
登
記
そ
の
他
の
登
記
に
関
す
る
こ
と
（
民
事
第
一
課
及
び
商
事
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。
二
　
司
法
書
士
及
び
土
地
家
屋
調
査
士
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
土
地
所
有
権
の
国
庫
へ
の
帰
属
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
土
地
所
有
権
の
国

庫
へ
の
帰
属
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

（
商
事
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
六
条
　
商
事
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
商
業
登
記
そ
の
他
の
商
事
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
法
人
の
登
記
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
動
産
及
び
債
権
の
譲
渡
の
対
抗
要
件
に
関
す
る
民
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
四

号
）
に
定
め
る
登
記
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
供
託
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
法
務
局
に
お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
定
め
る
遺
言
書

の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
非
訟
事
件
に
関
す
る
こ
と
。

（
民
事
法
制
管
理
官
の
職
務
）

第
二
十
七
条
　
民
事
法
制
管
理
官
は
、
民
事
法
制
に
関
す
る
基
本
的
な
企
画
及
び
立
案
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
関
係

事
務
の
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
目
　
刑
事
局

（
刑
事
局
に
置
く
課
等
）

第
二
十
八
条
　
刑
事
局
に
、
次
の
三
課
並
び
に
刑
事
法
制
管
理
官
一
人
及
び
国
際
刑
事
管
理
官
一
人
を
置
く
。

総
務
課

刑
事
課

公
安
課

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
九
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
刑
事
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
検
察
庁
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
犯
罪
捜
査
の
科
学
的
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
そ
の
他
の
検
察
事
務
の
能
率
化
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
刑
事
の
裁
判
の
執
行
指
揮
そ
の
他
の
検
務
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
司
法
警
察
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

よ
る
検
察
官
の
派
遣
に
伴
う
法
科
大
学
院
の
教
育
に
対
す
る
法
曹
と
し
て
の
実
務
に
係
る
協
力
に
関
す
る
こ

と
。

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
刑
事
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
刑
事
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
条
　
刑
事
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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一
　
一
般
刑
事
事
件
の
検
察
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
環
境
関
係
事
件
の
検
察
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
選
挙
関
係
事
件
の
検
察
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
交
通
関
係
事
件
の
検
察
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
財
政
経
済
関
係
事
件
の
検
察
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
少
年
に
係
る
刑
事
事
件
の
検
察
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
事
件
に
係
る
犯
罪
の
予
防
に
関
す
る
こ
と
。

（
公
安
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
　
公
安
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
公
安
関
係
事
件
の
検
察
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
労
働
関
係
事
件
の
検
察
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
風
紀
関
係
事
件
の
検
察
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
薬
物
関
係
事
件
の
検
察
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
暴
力
団
に
係
る
刑
事
事
件
の
検
察
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
外
国
人
に
係
る
刑
事
事
件
の
検
察
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
事
件
に
係
る
犯
罪
の
予
防
に
関
す
る
こ
と
。

（
刑
事
法
制
管
理
官
の
職
務
）

第
三
十
二
条
　
刑
事
法
制
管
理
官
は
、
刑
事
法
制
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
国
際
刑
事
管
理
官
の
職
務
）

第
三
十
三
条
　
国
際
刑
事
管
理
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
犯
罪
人
の
引
渡
し
、
国
際
捜
査
共
助
そ
の
他
の
刑
事
に
関
す
る
国
際
間
の
共
助
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
刑
事
に
関
す
る
国
際
間
の
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
刑
事
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
犯
罪
人
の
出
国
に
係
る
事
務
の
関
係
行
政
機
関
と
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
目
　
矯
正
局

（
矯
正
局
に
置
く
課
等
）

第
三
十
四
条
　
矯
正
局
に
、
次
の
三
課
並
び
に
更
生
支
援
管
理
官
一
人
及
び
矯
正
医
療
管
理
官
一
人
を
置
く
。

総
務
課

成
人
矯
正
課

少
年
矯
正
課

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
五
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
矯
正
に
関
す
る
法
令
案
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
矯
正
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
矯
正
施
設
（
刑
務
所
、
少
年
刑
務
所
、
拘
置
所
、
少
年
院
及
び
少
年
鑑
別
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
実

地
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
刑
務
所
、
少
年
刑
務
所
、
拘
置
所
、
少
年
院
又
は
少
年
鑑
別
所
に
収
容
中
の
者
の
処
遇
に
関
す
る
不
服
申
立

て
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
刑
事
施
設
視
察
委
員
会
、
少
年
院
視
察
委
員
会
及
び
少
年
鑑
別
所
視
察
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
矯
正
施
設
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
矯
正
管
区
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
刑
務
共
済
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
矯
正
局
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
矯
正
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
成
人
矯
正
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
六
条
　
成
人
矯
正
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
刑
務
所
、
少
年
刑
務
所
及
び
拘
置
所
に
収
容
中
の
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
刑
務
所
等
被
収
容
者
」
と

い
う
。
）
の
規
律
、
警
備
そ
の
他
こ
れ
ら
の
施
設
の
保
安
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
刑
務
所
等
被
収
容
者
の
収
容
、
分
類
、
拘
禁
、
移
送
、
保
護
及
び
釈
放
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
刑
務
所
等
被
収
容
者
の
作
業
、
改
善
指
導
、
教
科
指
導
、
厚
生
そ
の
他
そ
の
処
遇
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
刑
務
所
等
被
収
容
者
に
係
る
作
業
報
奨
金
及
び
手
当
金
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
国
際
受
刑
者
移
送
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
犯
罪
人
の
指
紋
そ
の
他
そ
の
個
人
識
別
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
矯
正
の
事
務
に
従
事
す
る
職
員
（
少
年
院
及
び
少
年
鑑
別
所
の
事
務
に
従
事
す
る
職
員
を
除
く
。
）
の
非
常

訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
刑
務
官
の
点
検
及
び
礼
式
に
関
す
る
こ
と
。

（
少
年
矯
正
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
七
条
　
少
年
矯
正
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
少
年
院
及
び
少
年
鑑
別
所
に
収
容
中
の
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
少
年
院
等
被
収
容
者
」
と
い
う
。
）

の
規
律
、
警
備
そ
の
他
こ
れ
ら
の
施
設
の
保
安
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
少
年
院
等
被
収
容
者
の
収
容
、
鑑
別
、
分
類
、
拘
禁
、
移
送
、
保
護
及
び
釈
放
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
少
年
院
等
被
収
容
者
の
矯
正
教
育
、
厚
生
そ
の
他
そ
の
処
遇
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
少
年
院
等
被
収
容
者
に
係
る
職
業
能
力
習
得
報
奨
金
及
び
手
当
金
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
少
年
院
及
び
少
年
鑑
別
所
の
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
非
常
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

（
更
生
支
援
管
理
官
の
職
務
）

第
三
十
八
条
　
更
生
支
援
管
理
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
再
犯
の
防
止
等
（
再
犯
の
防
止
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
再
犯
の
防
止
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
施
策
（
矯
正
施
設
に
収
容
中
の

者
の
改
善
更
生
及
び
円
滑
な
社
会
復
帰
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
基
本
的

な
方
針
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
地
方
公
共
団
体
及
び
再
犯
の
防
止
等
に
関
す
る
活
動
を
行
う
各
種

団
体
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
矯
正
医
療
管
理
官
の
職
務
）

第
三
十
九
条
　
矯
正
医
療
管
理
官
は
、
矯
正
施
設
に
収
容
中
の
者
の
給
養
、
保
健
、
衛
生
、
医
療
及
び
薬
剤
に
関
す

る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
五
目
　
保
護
局

（
保
護
局
に
置
く
課
）

第
四
十
条
　
保
護
局
に
、
次
の
三
課
を
置
く
。

総
務
課

更
生
保
護
振
興
課

観
察
課

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
一
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
更
生
保
護
に
関
す
る
法
令
案
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
保
護
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
恩
赦
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
共
助
刑
の
執
行
の
減
軽
又
は
免
除
に
関
す
る
こ

と
。

五
　
中
央
更
生
保
護
審
査
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
地
方
更
生
保
護
委
員
会
及
び
保
護
観
察
所
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る

精
神
保
健
観
察
そ
の
他
の
同
法
の
対
象
者
に
対
す
る
地
域
社
会
に
お
け
る
処
遇
並
び
に
生
活
環
境
の
調
査
及
び

調
整
に
関
す
る
こ
と
（
厚
生
労
働
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。
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（
更
生
保
護
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
二
条
　
更
生
保
護
振
興
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
保
護
司
に
関
す
る
こ
と
（
大
臣
官
房
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
更
生
保
護
事
業
の
助
長
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
民
間
に
お
け
る
犯
罪
予
防
活
動
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
更
生
保
護
に
関
す
る
各
種
団
体
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
犯
罪
者
及
び
そ
の
改
善
更
生
に
関
す
る
科
学
的
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

（
観
察
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
　
観
察
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
仮
釈
放
、
仮
出
場
、
仮
退
院
、
不
定
期
刑
の
終
了
及
び
退
院
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
保
護
観
察
、
更
生
緊
急
保
護
及
び
刑
事
施
設
又
は
少
年
院
に
収
容
中
の
者
の
生
活
環
境
の
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

三
　
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
に
付
す
る
旨

の
言
渡
し
を
受
け
て
そ
の
裁
判
が
確
定
す
る
ま
で
の
者
及
び
勾
留
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
で
あ
っ
て
検
察
官
が
罪

を
犯
し
た
と
認
め
た
も
の
の
生
活
環
境
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
八
十
八
条
に
規
定
す
る
刑
の
執
行
を
停
止
さ
れ
て
い
る

者
に
対
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
更
生
保
護
法
第
八
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
刑
執
行
終
了
者
等
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
更
生
保
護
法
第
八
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
更
生
保
護
に
関
す
る
地
域
援
助
に
関
す
る
こ
と
（
更
生
保
護
振

興
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七
　
地
方
更
生
保
護
委
員
会
の
決
定
に
対
す
る
中
央
更
生
保
護
審
査
会
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
目
　
人
権
擁
護
局

（
人
権
擁
護
局
に
置
く
課
）

第
四
十
四
条
　
人
権
擁
護
局
に
、
次
の
三
課
を
置
く
。

総
務
課

調
査
救
済
課

人
権
啓
発
課

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
五
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
人
権
擁
護
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
に
係
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
人
権
擁
護
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
人
権
擁
護
委
員
に
関
す
る
こ
と
（
大
臣
官
房
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
権
擁
護
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ

と
。

（
調
査
救
済
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
六
条
　
調
査
救
済
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
人
権
侵
犯
事
件
に
係
る
調
査
並
び
に
被
害
の
救
済
及
び
予
防
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
人
権
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

（
人
権
啓
発
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
七
条
　
人
権
啓
発
課
は
、
人
権
啓
発
及
び
民
間
に
お
け
る
人
権
擁
護
運
動
の
助
長
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

第
七
目
　
訟
務
局

（
訟
務
局
に
置
く
課
）

第
四
十
八
条
　
訟
務
局
に
、
次
の
五
課
を
置
く
。

訟
務
企
画
課

民
事
訟
務
課

行
政
訟
務
課

租
税
訟
務
課

訟
務
支
援
課

（
訟
務
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
九
条
　
訟
務
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
争
訟
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
に
係
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
訟
務
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
訟
務
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
民
事
訟
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
条
　
民
事
訟
務
課
は
、
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
民
事
に
関
す
る
争
訟
に
関
す
る
事
務
（
行
政
訟
務
課
及
び

租
税
訟
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
行
政
訟
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
一
条
　
行
政
訟
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
行
政
に
関
す
る
争
訟
に
関
す
る
こ
と
（
租
税
訟
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

二
　
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
民
事
に
関
す
る
争
訟
の
う
ち
労
働
関
係
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
租
税
訟
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
二
条
　
租
税
訟
務
課
は
、
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
租
税
の
賦
課
処
分
及
び
徴
収
に
関
す
る
争
訟
に
関
す
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
訟
務
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
三
条
　
訟
務
支
援
課
は
、
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
争
訟
に
関
す
る
一
般
的
な
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
分

析
並
び
に
そ
の
結
果
の
提
供
を
行
う
こ
と
に
よ
る
関
係
機
関
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
節
　
審
議
会
等

（
設
置
）

第
五
十
四
条
　
法
律
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
審
議
会
等
の
ほ
か
、
本
省
に
、
次
の
審
議
会
等
を
置
く
。

法
制
審
議
会

検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会

（
法
制
審
議
会
）

第
五
十
五
条
　
法
制
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
法
務
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
、
民
事
法
、
刑
事
法
そ
の
他
法
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
を
調
査
審
議
す
る

こ
と
。

二
　
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
記
事
務
処
理
の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法

律
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
制
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
制
審
議
会
令
（
昭
和
二
十

四
年
政
令
第
百
三
十
四
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
）

第
五
十
六
条
　
検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
副
検
事
の
選
考
（
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
選
考
を

い
う
。
）
を
行
う
こ
と
。

二
　
検
察
官
特
別
考
試
（
検
察
庁
法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
考
試
を
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
。

三
　
公
証
人
の
選
考
（
公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
三
条
ノ
二
に
規
定
す
る
選
考
を
い

う
。
）
を
行
う
こ
と
。

四
　
公
証
人
法
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
議
決
を
行
う
こ
と
。

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
検

察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
七
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
四
節
　
施
設
等
機
関

（
設
置
）

第
五
十
七
条
　
法
律
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
施
設
等
機
関
の
ほ
か
、
本
省
に
、
次
の
施
設
等
機
関
を
置
く
。
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法
務
総
合
研
究
所

矯
正
研
修
所

（
法
務
総
合
研
究
所
）

第
五
十
八
条
　
法
務
総
合
研
究
所
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
法
務
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
。

二
　
法
務
省
の
職
員
（
矯
正
の
事
務
に
従
事
す
る
職
員
並
び
に
出
入
国
在
留
管
理
庁
及
び
公
安
調
査
庁
の
職
員
を

除
く
。
）
に
対
し
て
、
職
務
上
必
要
な
研
修
を
行
う
こ
と
。

三
　
国
際
連
合
と
日
本
国
と
の
間
に
締
結
さ
れ
る
、
犯
罪
の
防
止
及
び
犯
罪
者
の
処
遇
並
び
に
少
年
非
行
の
防
止

及
び
非
行
少
年
の
処
遇
の
分
野
に
関
し
、
研
修
、
研
究
及
び
調
査
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
研
修
所
を
日
本

国
に
設
置
す
る
こ
と
に
関
す
る
条
約
に
基
づ
き
、
国
際
連
合
に
協
力
し
て
研
修
、
研
究
及
び
調
査
を
行
う
こ

と
。

四
　
外
国
（
本
邦
の
域
外
に
あ
る
国
又
は
地
域
を
い
う
。
）
が
実
施
す
る
法
制
の
維
持
及
び
整
備
に
関
す
る
国
際

協
力
を
行
う
こ
と
。

五
　
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

よ
る
検
察
官
の
派
遣
に
伴
う
法
科
大
学
院
の
教
育
に
対
す
る
法
曹
と
し
て
の
実
務
に
係
る
協
力
を
行
う
こ
と
。

２
　
法
務
大
臣
は
、
法
務
総
合
研
究
所
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
法
務
総
合
研
究

所
の
支
所
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
務
総
合
研
究
所
の
位
置
及
び
内
部
組
織
並
び
に
支
所
の
名
称
、
位
置
、
所
掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
法
務

省
令
で
定
め
る
。

（
矯
正
研
修
所
）

第
五
十
九
条
　
矯
正
研
修
所
は
、
矯
正
の
事
務
に
従
事
す
る
職
員
に
対
し
て
、
職
務
上
必
要
な
研
修
を
行
う
こ
と
を

つ
か
さ
ど
る
。

２
　
法
務
大
臣
は
、
矯
正
研
修
所
の
所
掌
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
矯
正
研
修
所
の
支
所
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
矯
正
研
修
所
の
位
置
及
び
内
部
組
織
並
び
に
支
所
の
名
称
、
位
置
及
び
内
部
組
織
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

（
文
教
研
修
施
設
の
指
定
）

第
六
十
条
　
法
務
総
合
研
究
所
及
び
矯
正
研
修
所
は
、
法
務
省
設
置
法
第
四
条
第
一
項
第
三
十
七
号
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
文
教
研
修
施
設
と
す
る
。

第
五
節
　
地
方
支
分
部
局

第
一
款
　
矯
正
管
区

（
矯
正
管
区
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
）

第
六
十
一
条
　
矯
正
管
区
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
称

位
置

管
轄
区
域

札
幌
矯
正
管
区

札
幌
市

北
海
道

仙
台
矯
正
管
区

仙
台
市

青
森
県
　
岩
手
県
　
宮
城
県
　
秋
田
県
　
山
形
県
　
福
島
県

東
京
矯
正
管
区

さ
い
た
ま
市

茨
城
県
　
栃
木
県
　
群
馬
県
　
埼
玉
県
　
千
葉
県
　
東
京
都
　
神
奈
川
県
　

新
潟
県
　
山
梨
県
　
長
野
県
　
静
岡
県

名
古
屋
矯
正
管
区

名
古
屋
市

富
山
県
　
石
川
県
　
福
井
県
　
岐
阜
県
　
愛
知
県
　
三
重
県

大
阪
矯
正
管
区

大
阪
市

滋
賀
県
　
京
都
府
　
大
阪
府
　
兵
庫
県
　
奈
良
県
　
和
歌
山
県

広
島
矯
正
管
区

広
島
市

鳥
取
県
　
島
根
県
　
岡
山
県
　
広
島
県
　
山
口
県

高
松
矯
正
管
区

高
松
市

徳
島
県
　
香
川
県
　
愛
媛
県
　
高
知
県

福
岡
矯
正
管
区

福
岡
市

福
岡
県
　
佐
賀
県
　
長
崎
県
　
熊
本
県
　
大
分
県
　
宮
崎
県
　
鹿
児
島
県
　

沖
縄
県

（
矯
正
管
区
の
内
部
組
織
）

第
六
十
二
条
　
矯
正
管
区
に
、
次
の
三
部
を
置
く
。

第
一
部

第
二
部

第
三
部

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
矯
正
管
区
の
内
部
組
織
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

第
二
款
　
地
方
更
生
保
護
委
員
会

（
地
方
更
生
保
護
委
員
会
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
）

第
六
十
三
条
　
地
方
更
生
保
護
委
員
会
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
称

位
置

管
轄
区
域

北
海
道
地
方
更
生
保
護
委
員
会

札
幌
市

札
幌
高
等
裁
判
所
の
管
轄
区
域

東
北
地
方
更
生
保
護
委
員
会

仙
台
市

仙
台
高
等
裁
判
所
の
管
轄
区
域

関
東
地
方
更
生
保
護
委
員
会

さ
い
た
ま
市

東
京
高
等
裁
判
所
の
管
轄
区
域

中
部
地
方
更
生
保
護
委
員
会

名
古
屋
市

名
古
屋
高
等
裁
判
所
の
管
轄
区
域

近
畿
地
方
更
生
保
護
委
員
会

大
阪
市

大
阪
高
等
裁
判
所
の
管
轄
区
域

中
国
地
方
更
生
保
護
委
員
会

広
島
市

広
島
高
等
裁
判
所
の
管
轄
区
域

四
国
地
方
更
生
保
護
委
員
会

高
松
市

高
松
高
等
裁
判
所
の
管
轄
区
域

九
州
地
方
更
生
保
護
委
員
会

福
岡
市

福
岡
高
等
裁
判
所
の
管
轄
区
域

第
三
款
　
法
務
局
及
び
地
方
法
務
局

（
法
務
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
）

第
六
十
四
条
　
法
務
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
る

事
務
以
外
の
事
務
の
管
轄
区
域
に
つ
い
て
は
、
地
方
法
務
局
の
管
轄
す
る
区
域
を
除
く
。

名
称

位
置

管
轄
区
域

札
幌
法
務
局

札
幌
市

北
海
道

仙
台
法
務
局

仙
台
市

青
森
県
　
岩
手
県
　
宮
城
県
　
秋
田
県
　
山
形
県
　
福
島
県

東
京
法
務
局

東
京
都

茨
城
県
　
栃
木
県
　
群
馬
県
　
埼
玉
県
　
千
葉
県
　
東
京
都
　
神
奈
川
県
　
新
潟

県
　
山
梨
県
　
長
野
県
　
静
岡
県

名
古
屋
法
務
局

名
古
屋
市

富
山
県
　
石
川
県
　
福
井
県
　
岐
阜
県
　
愛
知
県
　
三
重
県

大
阪
法
務
局

大
阪
市

滋
賀
県
　
京
都
府
　
大
阪
府
　
兵
庫
県
　
奈
良
県
　
和
歌
山
県

広
島
法
務
局

広
島
市

鳥
取
県
　
島
根
県
　
岡
山
県
　
広
島
県
　
山
口
県

高
松
法
務
局

高
松
市

徳
島
県
　
香
川
県
　
愛
媛
県
　
高
知
県

福
岡
法
務
局

福
岡
市

福
岡
県
　
佐
賀
県
　
長
崎
県
　
熊
本
県
　
大
分
県
　
宮
崎
県
　
鹿
児
島
県
　
沖

縄
県

２
　
法
務
大
臣
は
、
法
務
局
長
に
、
そ
の
管
轄
区
域
内
の
地
方
法
務
局
の
事
務
を
指
揮
監
督
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
法
務
局
の
内
部
組
織
）

第
六
十
五
条
　
法
務
局
に
、
次
の
三
部
を
置
く
。

訟
務
部

民
事
行
政
部

人
権
擁
護
部

２
　
前
項
の
部
の
ほ
か
、
東
京
法
務
局
及
び
大
阪
法
務
局
に
総
務
部
を
置
く
。

３
　
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
務
局
の
内
部
組
織
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

（
地
方
法
務
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
）

第
六
十
六
条
　
地
方
法
務
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
管
轄
区
域
の
制
限
）

第
六
十
七
条
　
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
支
局
、
出
張
所
又
は
支
局
の
出
張
所
を
置
く
場
合
に
お
い
て
は
、
第
六

十
四
条
第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
務
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
務
局
又
は
地
方
法

務
局
の
管
轄
区
域
（
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
以
外
の
事
務
の
管
轄
区
域
を
い
う
。
）
を
そ
の
一

部
に
限
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
四
款
　
保
護
観
察
所

（
保
護
観
察
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
）

第
六
十
八
条
　
保
護
観
察
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
章
　
外
局

第
一
節
　
出
入
国
在
留
管
理
庁

第
一
款
　
特
別
な
職

（
次
長
）

第
六
十
九
条
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
に
、
次
長
一
人
を
置
く
。

（
公
文
書
監
理
官
及
び
審
議
官
）

第
七
十
条
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
に
、
公
文
書
監
理
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら

れ
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
審
議
官
二
人
を
置
く
。

２
　
公
文
書
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
公
文
書
類
の
管
理
並
び
に
こ

れ
に
関
連
す
る
情
報
の
公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
事
務

並
び
に
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

３
　
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立

案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

（
参
事
官
）

第
七
十
一
条
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
に
、
参
事
官
三
人
を
置
く
。

２
　
参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
な
法
令
案
の
作
成
そ
の
他
重
要

事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
す
る
。

第
二
款
　
内
部
部
局

第
一
目
　
部
の
設
置
等

（
部
の
設
置
）

第
七
十
二
条
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
に
、
次
の
二
部
を
置
く
。

出
入
国
管
理
部

在
留
管
理
支
援
部

（
出
入
国
管
理
部
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
三
条
　
出
入
国
管
理
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
日
本
人
の
出
国
及
び
帰
国
並
び
に
外
国
人
の
入
国
及
び
出
国
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
課
及
び
政
策
課

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
短
期
滞
在
の
在
留
資
格
に
係
る
外
国
人
の
在
留
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
第

五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
在
留
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
入
管
法
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
在
留
の
許
可
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の

取
消
し
並
び
に
入
管
法
第
六
十
一
条
の
二
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仮
滞
在
の
許
可
及
び
入
管
法
第
六
十
一

条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
在
留
資
格
の
取
得
の
許
可
（
以
下
「
在
留
許
可
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す

る
こ
と
。

五
　
難
民
の
認
定
及
び
補
完
的
保
護
対
象
者
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

（
在
留
管
理
支
援
部
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
四
条
　
在
留
管
理
支
援
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
本
邦
に
お
け
る
外
国
人
の
在
留
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
並
び
に
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
目
　
課
の
設
置
等

（
課
等
の
設
置
）

第
七
十
五
条
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
に
、
出
入
国
管
理
部
及
び
在
留
管
理
支
援
部
に
置
く
も
の
の
ほ
か
、
次
の
二
課

を
置
く
。

総
務
課

政
策
課

２
　
出
入
国
管
理
部
に
、
次
の
三
課
を
置
く
。

出
入
国
管
理
課

審
判
課

警
備
課

３
　
在
留
管
理
支
援
部
に
、
次
の
二
課
及
び
情
報
分
析
官
一
人
を
置
く
。

在
留
管
理
課

在
留
支
援
課

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
六
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
長
官
の
官
印
及
び
庁
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
法
令
案
そ
の
他
の
公
文
書
類
の
審
査
及
び
進
達
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
政
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

九
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
行
政
の
考
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
事
務
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
表
彰
及
び
儀
式
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関

す
る
こ
と
。

十
五
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
職
員
に
対
し
て
、
職
務
上
必
要
な
研
修
を
行
う
こ
と
。

十
六
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
所
掌
に
係
る
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会
計
の
監
査
に
関

す
る
こ
と
。

十
七
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
所
属
の
行
政
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
八
　
庁
内
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
九
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
職
員
の
宿
舎
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二
　
入
国
者
収
容
所
等
（
入
管
法
第
二
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
入
国
者
収
容
所
等
を
い
う
。
次
号
及
び
第

八
十
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
地
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三
　
入
国
者
収
容
所
等
に
収
容
中
の
者
の
処
遇
に
関
す
る
不
服
申
立
て
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四
　
入
国
者
収
容
所
等
視
察
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五
　
入
国
者
収
容
所
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六
　
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
七
　
外
国
人
技
能
実
習
機
構
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
八
　
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
五
十
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
九
　
地
方
公
共
団
体
の
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
、
必
要
な
研
修
を
行
う
こ
と
。

三
十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関

す
る
こ
と
。

（
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
七
条
　
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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一
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
基
本
的
か
つ
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ

と
。

二
　
出
入
国
在
留
管
理
基
本
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
法
令
案
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
特
定
技
能
の
在
留
資
格
に
係
る
制
度
の
運
用
に
関
す
る
基
本
方
針
及
び
分
野
別
の
方
針
の
策
定
に
関
す
る
こ

と
。

五
　
法
務
省
設
置
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
つ
い
て
、
当
該
重
要

政
策
に
関
し
て
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
基
本
的
な
方
針
に
基
づ
い
て
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る

た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
出
入
国
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
八
条
　
出
入
国
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
外
国
人
の
上
陸
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
（
審
判
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
外
国
人
の
再
入
国
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
日
本
人
の
出
国
及
び
帰
国
並
び
に
外
国
人
の
出
国
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
入
管
法
第
六
章
に
規
定
す
る
船
舶
等
の
長
及
び
運
送
業
者
の
責
任
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
短
期
滞
在
の
在
留
資
格
に
係
る
外
国
人
の
在
留
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
在
留
許
可
等
に
関
す
る
こ
と
（
審
判
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七
　
難
民
旅
行
証
明
書
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
難
民
の
認
定
及
び
補
完
的
保
護
対
象
者
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
（
審
判
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。
九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
出
入
国
管
理
部
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ

と
。

（
審
判
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
九
条
　
審
判
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
入
管
法
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
五
十
五
条
の
八
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
収
容
令
書
及
び
退
去
強
制
令
書
の
発
付
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
入
管
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
監
理
措
置
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
入
管
法
第
五
十
二
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
放
免
及
び
入
管
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
放
免

に
関
す
る
こ
と
。

五
　
入
管
法
第
五
十
二
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
入
管
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
去
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
入
管
法
第
五
十
五
条
の
八
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
出
国
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
外
国
人
の
上
陸
及
び
退
去
強
制
に
つ
い
て
の
口
頭
審
理
及
び
異
議
の
申
出
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
課
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

九
　
入
管
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
在
留
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
入
管
法
第
五
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
難
民
の
認
定
を
し
な
い
処
分
及
び
補
完
的
保
護
対
象
者
の
認
定
を
し
な
い
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に

係
る
在
留
許
可
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
難
民
の
認
定
を
し
な
い
処
分
及
び
補
完
的
保
護
対
象
者
の
認
定
を
し
な
い
処
分
並
び
に
難
民
の
認
定
の
取

消
し
及
び
補
完
的
保
護
対
象
者
の
認
定
の
取
消
し
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
通
報
者
に
対
す
る
報
償
金
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

（
警
備
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
条
　
警
備
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
入
管
法
第
二
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
違
反
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
収
容
令
書
及
び
退
去
強
制
令
書
の
執
行
に
関
す
る
こ
と
（
審
判
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
入
国
者
収
容
所
等
そ
の
他
の
施
設
の
警
備
及
び
被
収
容
者
の
処
遇
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
入
国
審
査
官
及
び
入
国
警
備
官
の
武
器
の
携
帯
及
び
使
用
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
入
国
警
備
官
の
点
検
、
礼
式
及
び
非
常
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

（
在
留
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
一
条
　
在
留
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
外
国
人
の
在
留
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
（
出
入
国
管
理
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
外
国
人
の
中
長
期
の
在
留
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
登
録
支
援
機
関
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
在
留
管
理
支
援
部
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る

こ
と
。

（
在
留
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
二
条
　
在
留
支
援
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
在
留
支
援
（
本
邦
に
適
法
に
在
留
す
る
外
国
人
が
安
定
的
か
つ
円
滑
に
在
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
の
支
援
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項
の
企
画
及
び
立
案
、
調
整
並
び
に
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

二
　
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
の
団
体
が
行
う
在
留
支
援
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。

（
情
報
分
析
官
の
職
務
）

第
八
十
三
条
　
情
報
分
析
官
は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
並
び
に

統
計
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
款
　
地
方
支
分
部
局

（
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
）

第
八
十
四
条
　
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
称

位
置

管
轄
区
域

札
幌
出
入
国
在
留
管
理
局

札
幌
市

北
海
道

仙
台
出
入
国
在
留
管
理
局

仙
台
市

青
森
県
　
岩
手
県
　
宮
城
県
　
秋
田
県
　
山
形
県
　
福
島
県

東
京
出
入
国
在
留
管
理
局

東
京
都

茨
城
県
　
栃
木
県
　
群
馬
県
　
埼
玉
県
　
千
葉
県
　
東
京
都
　
神
奈

川
県
　
新
潟
県
　
山
梨
県
　
長
野
県

名
古
屋
出
入
国
在
留
管
理
局

名
古
屋
市

富
山
県
　
石
川
県
　
福
井
県
　
岐
阜
県
　
静
岡
県
　
愛
知
県
　
三

重
県

大
阪
出
入
国
在
留
管
理
局

大
阪
市

滋
賀
県
　
京
都
府
　
大
阪
府
　
兵
庫
県
　
奈
良
県
　
和
歌
山
県

広
島
出
入
国
在
留
管
理
局

広
島
市

鳥
取
県
　
島
根
県
　
岡
山
県
　
広
島
県
　
山
口
県

高
松
出
入
国
在
留
管
理
局

高
松
市

徳
島
県
　
香
川
県
　
愛
媛
県
　
高
知
県

福
岡
出
入
国
在
留
管
理
局

福
岡
市

福
岡
県
　
佐
賀
県
　
長
崎
県
　
熊
本
県
　
大
分
県
　
宮
崎
県
　
鹿
児

島
県
　
沖
縄
県

（
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
の
次
長
）

第
八
十
五
条
　
東
京
出
入
国
在
留
管
理
局
、
名
古
屋
出
入
国
在
留
管
理
局
及
び
大
阪
出
入
国
在
留
管
理
局
に
そ
れ
ぞ

れ
次
長
一
人
を
置
く
。

２
　
次
長
は
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
長
を
助
け
、
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
の
事
務
を
整
理
す
る
。

（
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
の
支
局
）

第
八
十
六
条
　
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
の
支
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
と
す

る
。

第
二
節
　
公
安
調
査
庁

第
一
款
　
特
別
な
職

（
次
長
）

第
八
十
七
条
　
公
安
調
査
庁
に
、
次
長
一
人
を
置
く
。
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第
二
款
　
内
部
部
局

（
部
の
設
置
）

第
八
十
八
条
　
公
安
調
査
庁
に
、
次
の
三
部
を
置
く
。

総
務
部

調
査
第
一
部

調
査
第
二
部

（
総
務
部
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
九
条
　
総
務
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
長
官
の
官
印
及
び
庁
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
公
安
調
査
庁
の
所
掌
に
係
る
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ

と
。

五
　
公
安
調
査
庁
所
属
の
行
政
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
公
文
書
類
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
公
安
調
査
庁
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
公
安
調
査
庁
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
公
安
調
査
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
公
安
調
査
庁
の
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
公
安
調
査
庁
の
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ

と
。

十
三
　
公
安
調
査
庁
の
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
公
安
調
査
庁
の
行
政
の
考
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
公
安
調
査
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
法
令
案
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
公
安
調
査
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
　
公
安
調
査
庁
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
八
　
破
壊
活
動
防
止
法
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
弁
明
の
聴
取
及
び
処
分
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
。

十
九
　
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第

三
章
の
規
定
に
よ
る
処
分
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
　
破
壊
活
動
防
止
法
第
三
十
六
条
及
び
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
三

十
一
条
の
規
定
に
よ
る
国
会
へ
の
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一
　
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
結
果

の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二
　
公
安
調
査
局
及
び
公
安
調
査
事
務
所
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
安
調
査
庁
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る

こ
と
。

（
調
査
第
一
部
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
条
　
調
査
第
一
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
破
壊
活
動
防
止
法
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
破
壊
的
団
体
の
規
制
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
部
及

び
調
査
第
二
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
無
差
別
大
量
殺
人
行

為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
調
査
（
次
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
関
す
る
こ
と
（
調
査
第
二
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行

っ
た
団
体
に
対
す
る
観
察
処
分
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
調
査
第
二
部
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
一
条
　
調
査
第
二
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
破
壊
活
動
防
止
法
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
破
壊
的
団
体
の
規
制
に
関
す
る
調
査
で
あ
っ
て
国
外
と
の
関
連
を

有
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
無
差
別
大
量
殺
人
行

為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
調
査
で
あ
っ
て
国
外
と
の
関
連
を
有
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
総
括
整
理
職
の
数
）

第
九
十
二
条
　
総
務
部
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
総
括
整
理
す
る
職
に
係
る
国
家
行
政
組
織
法
第
二
十
一
条
第
五
項
に

規
定
す
る
政
令
の
定
め
る
数
は
、
二
人
と
す
る
。

（
公
安
調
査
庁
の
課
等
の
数
）

第
九
十
三
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
に
置
く
課
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
室
に
係
る
国
家
行
政
組
織
法
第
七
条
第

六
項
に
規
定
す
る
政
令
の
定
め
る
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

部

数

総
務
部

二

調
査
第
一
部

二

調
査
第
二
部

二

２
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
に
置
く
課
長
に
準
ず
る
職
に
係
る
国
家
行
政
組
織
法
第
二
十
一
条
第
五
項
に
規
定

す
る
政
令
の
定
め
る
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

部

数

調
査
第
一
部

二
人

調
査
第
二
部

三
人

第
三
款
　
施
設
等
機
関

（
公
安
調
査
庁
研
修
所
）

第
九
十
四
条
　
公
安
調
査
庁
に
、
公
安
調
査
庁
研
修
所
を
置
く
。

２
　
公
安
調
査
庁
研
修
所
は
、
公
安
調
査
庁
の
職
員
に
対
し
て
、
職
務
上
必
要
な
研
修
を
行
う
こ
と
を
つ
か
さ
ど

る
。

３
　
公
安
調
査
庁
研
修
所
の
位
置
及
び
内
部
組
織
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

４
　
公
安
調
査
庁
研
修
所
は
、
公
安
調
査
庁
設
置
法
第
四
条
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
文
教
研
修
施
設
と

す
る
。

第
四
款
　
地
方
支
分
部
局

（
公
安
調
査
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
）

第
九
十
五
条
　
公
安
調
査
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
称

位
置

管
轄
区
域

北
海
道
公
安
調
査
局

札
幌
市

北
海
道

東
北
公
安
調
査
局

仙
台
市

青
森
県
　
岩
手
県
　
宮
城
県
　
秋
田
県
　
山
形
県
　
福
島
県

関
東
公
安
調
査
局

東
京
都

茨
城
県
　
栃
木
県
　
群
馬
県
　
埼
玉
県
　
千
葉
県
　
東
京
都
　
神
奈
川
県
　

新
潟
県
　
山
梨
県
　
長
野
県
　
静
岡
県

中
部
公
安
調
査
局

名
古
屋
市

富
山
県
　
石
川
県
　
福
井
県
　
岐
阜
県
　
愛
知
県
　
三
重
県

近
畿
公
安
調
査
局

大
阪
市

滋
賀
県
　
京
都
府
　
大
阪
府
　
兵
庫
県
　
奈
良
県
　
和
歌
山
県

中
国
公
安
調
査
局

広
島
市

鳥
取
県
　
島
根
県
　
岡
山
県
　
広
島
県
　
山
口
県

四
国
公
安
調
査
局

高
松
市

徳
島
県
　
香
川
県
　
愛
媛
県
　
高
知
県

九
州
公
安
調
査
局

福
岡
市

福
岡
県
　
佐
賀
県
　
長
崎
県
　
熊
本
県
　
大
分
県
　
宮
崎
県
　
鹿
児
島
県
　

沖
縄
県

（
公
安
調
査
局
の
部
の
数
）

第
九
十
六
条
　
公
安
調
査
庁
設
置
法
第
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
数
は
、
二
十
四
と
す
る
。

（
公
安
調
査
事
務
所
の
数
）

第
九
十
七
条
　
公
安
調
査
庁
設
置
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
数
は
、
十
四
と
す
る
。

附
　
則
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
民
事
局
参
事
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

２
　
第
十
二
条
第
一
項
の
民
事
局
に
置
か
れ
る
参
事
官
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
一
人
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
刑
事
局
参
事
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

３
　
第
十
二
条
第
一
項
の
刑
事
局
に
置
か
れ
る
参
事
官
の
う
ち
一
人
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る

も
の
と
す
る
。

（
保
護
局
参
事
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

４
　
第
十
二
条
第
一
項
の
保
護
局
に
置
か
れ
る
参
事
官
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す

る
。

（
出
入
国
在
留
管
理
庁
参
事
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

５
　
第
七
十
一
条
第
一
項
の
参
事
官
の
う
ち
一
人
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
一
一
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
十
五
条
の
表
及
び
第
六
十
七
条
の
表

の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
一
及
び
別
表
第
三
の
改
正
規
定
は
、
同
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
政
令
第
一
二
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
一
月
二
七
日
政
令
第
三
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
一
日
政
令
第
一
七
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
三
日
政
令
第
四
七
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
二
日
政
令
第
五
一
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
司
法
試
験
法
及
び
裁
判
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
一
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
二
五
日
政
令
第
五
五
一
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
二
月
四
日
政
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
一
九
日
政
令
第
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
九
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
四
日
政
令
第
五
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
二
日
政
令
第
一
八
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
一
月
二
五
日
政
令
第
三
六
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
九
日
政
令
第
一
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
二
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
政
令
第
一
一
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
二
〇
日
政
令
第
一
六
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
五
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
六
日
政
令
第
二
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
七
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
指
定
入
院

医
療
機
関
の
円
滑
な
運
営
を
期
す
る
た
め
に
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
支
弁
さ
れ
た
指
定
入
院
医
療
機
関
の
運
営
に

要
す
る
費
用
（
平
成
十
七
年
度
に
お
い
て
支
弁
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
八
月
一
七
日
政
令
第
二
八
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
八
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
九
日
政
令
第
二
九
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
に
関
す
る
民
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
月
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
二
四
日
政
令
第
二
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
八
日
政
令
第
一
九
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
二
十
四

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
七
月
二
八
日
政
令
第
二
五
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
十
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
二
日
政
令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
六
日
政
令
第
五
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
一
日
政
令
第
一
三
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
二
五
日
政
令
第
一
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平

成
十
九
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
四
月
二
三
日
政
令
第
一
四
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
更
生
保
護
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
六
日
政
令
第
三
〇
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
一

条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
政
令
第
六
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
政
令
第
八
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
二
条
の
改
正
規
定
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民

認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法

の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
八
日
政
令
第
五
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
七
日
政
令
第
一
六
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
二
五
日
政
令
第
九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
少
年
院
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
二
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
一
〇
日
政
令
第
一
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
二
六
日
政
令
第
三
九
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
の
原
則
）

第
二
条
　
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
不
作
為
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
で
あ
っ
て
こ
の
政
令
の
施
行
前
に

さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
申
請
に
係
る
行
政
庁
の
不
作
為
に
係

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
附
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
一
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
七
月
二
九
日
政
令
第
二
六
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
一
月
二
八
日
政
令
第
三
六
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
政
令
第
七
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
八
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
政
令
第
八
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
八
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
六
条
の
改
正
規
定
は
、
法
務
局
に
お

け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
七
月
十

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
政
令
第
七
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
二
四
日
政
令
第
三
四
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
五
日
政
令
第
九
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
二
九
日
政
令
第
三
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
四
月
七
日
政
令
第
一
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
八
月
四
日
政
令
第
二
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五

年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
一
月
六
日
政
令
第
三
一
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し

た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日
（
令
和
五
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
五
月
二
九
日
政
令
第
一
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し

た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
六
月
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
六
十
六
条
関
係
）

名
称

位
置

管
轄
区
域

函
館
地
方
法
務
局

函
館
市

北
海
道
の
う
ち

函
館
市
　
北
斗
市
　
松
前
郡
　
上
磯
郡
　
亀
田
郡
　
茅
部
郡
　
二
海

郡
　
山
越
郡
　
檜
山
郡
　
爾
志
郡
　
久
遠
郡
　
奥
尻
郡
　
瀬
棚
郡
　
島

牧
郡
　
寿
都
郡

旭
川
地
方
法
務
局

旭
川
市

北
海
道
の
う
ち

旭
川
市
　
留
萌
市
　
稚
内
市
　
紋
別
市
　
士
別
市
　
名
寄
市
　
深
川

市
　
富
良
野
市
　
雨
竜
郡

上
川
郡
の
う
ち
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鷹
栖
町
　
東
神
楽
町
　
当
麻
町
　
比
布
町
　
愛
別
町
　
上
川
町
　
東
川

町
　
美
瑛
町
　
和
寒
町
　
剣
淵
町
　
下
川
町

空
知
郡
の
う
ち

上
富
良
野
町
　
中
富
良
野
町
　
南
富
良
野
町

勇
払
郡
の
う
ち

占
冠
村

中
川
郡
の
う
ち

美
深
町
　
音
威
子
府
村
　
中
川
町

増
毛
郡
　
留
萌
郡
　
苫
前
郡
　
天
塩
郡
　
宗
谷
郡
　
枝
幸
郡
　
礼
文

郡
　
利
尻
郡

紋
別
郡
の
う
ち

滝
上
町
　
興
部
町
　
西
興
部
村
　
雄
武
町

釧
路
地
方
法
務
局

釧
路
市

北
海
道
の
う
ち

釧
路
市
　
帯
広
市
　
北
見
市
　
網
走
市
　
根
室
市

上
川
郡
の
う
ち

新
得
町
　
清
水
町

中
川
郡
の
う
ち

幕
別
町
　
池
田
町
　
豊
頃
町
　
本
別
町

網
走
郡
　
斜
里
郡
　
常
呂
郡

紋
別
郡
の
う
ち

遠
軽
町
　
湧
別
町

河
東
郡
　
河
西
郡
　
広
尾
郡
　
足
寄
郡
　
十
勝
郡
　
釧
路
郡
　
厚
岸

郡
　
川
上
郡
　
阿
寒
郡
　
白
糠
郡
　
野
付
郡
　
標
津
郡
　
目
梨
郡

青
森
地
方
法
務
局

青
森
市

青
森
県

盛
岡
地
方
法
務
局

盛
岡
市

岩
手
県

秋
田
地
方
法
務
局

秋
田
市

秋
田
県

山
形
地
方
法
務
局

山
形
市

山
形
県

福
島
地
方
法
務
局

福
島
市

福
島
県

水
戸
地
方
法
務
局

水
戸
市

茨
城
県

宇
都
宮
地
方
法
務
局

宇
都
宮
市

栃
木
県

前
橋
地
方
法
務
局

前
橋
市

群
馬
県

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局

さ
い
た
ま
市

埼
玉
県

千
葉
地
方
法
務
局

千
葉
市

千
葉
県

横
浜
地
方
法
務
局

横
浜
市

神
奈
川
県

新
潟
地
方
法
務
局

新
潟
市

新
潟
県

甲
府
地
方
法
務
局

甲
府
市

山
梨
県

長
野
地
方
法
務
局

長
野
市

長
野
県

静
岡
地
方
法
務
局

静
岡
市

静
岡
県

富
山
地
方
法
務
局

富
山
市

富
山
県

金
沢
地
方
法
務
局

金
沢
市

石
川
県

福
井
地
方
法
務
局

福
井
市

福
井
県

岐
阜
地
方
法
務
局

岐
阜
市

岐
阜
県

津
地
方
法
務
局

津
市

三
重
県

大
津
地
方
法
務
局

大
津
市

滋
賀
県

京
都
地
方
法
務
局

京
都
市

京
都
府

神
戸
地
方
法
務
局

神
戸
市

兵
庫
県

奈
良
地
方
法
務
局

奈
良
市

奈
良
県

和
歌
山
地
方
法
務
局

和
歌
山
市

和
歌
山
県

鳥
取
地
方
法
務
局

鳥
取
市

鳥
取
県

松
江
地
方
法
務
局

松
江
市

島
根
県

岡
山
地
方
法
務
局

岡
山
市

岡
山
県

山
口
地
方
法
務
局

山
口
市

山
口
県

徳
島
地
方
法
務
局

徳
島
市

徳
島
県

松
山
地
方
法
務
局

松
山
市

愛
媛
県

高
知
地
方
法
務
局

高
知
市

高
知
県

佐
賀
地
方
法
務
局

佐
賀
市

佐
賀
県

長
崎
地
方
法
務
局

長
崎
市

長
崎
県

熊
本
地
方
法
務
局

熊
本
市

熊
本
県

大
分
地
方
法
務
局

大
分
市

大
分
県

宮
崎
地
方
法
務
局

宮
崎
市

宮
崎
県

鹿
児
島
地
方
法
務
局

鹿
児
島
市

鹿
児
島
県

那
覇
地
方
法
務
局

那
覇
市

沖
縄
県

別
表
第
二
（
第
六
十
八
条
関
係
）

名
称

位
置

管
轄
区
域

札
幌
保
護
観
察
所

札
幌
市

札
幌
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

函
館
保
護
観
察
所

函
館
市

函
館
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

旭
川
保
護
観
察
所

旭
川
市

旭
川
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

釧
路
保
護
観
察
所

釧
路
市

釧
路
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

青
森
保
護
観
察
所

青
森
市

青
森
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

盛
岡
保
護
観
察
所

盛
岡
市

盛
岡
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

仙
台
保
護
観
察
所

仙
台
市

仙
台
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

秋
田
保
護
観
察
所

秋
田
市

秋
田
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

山
形
保
護
観
察
所

山
形
市

山
形
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

福
島
保
護
観
察
所

福
島
市

福
島
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

水
戸
保
護
観
察
所

水
戸
市

水
戸
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

宇
都
宮
保
護
観
察
所

宇
都
宮
市

宇
都
宮
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

前
橋
保
護
観
察
所

前
橋
市

前
橋
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

さ
い
た
ま
保
護
観
察
所

さ
い
た
ま
市

さ
い
た
ま
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

千
葉
保
護
観
察
所

千
葉
市

千
葉
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

東
京
保
護
観
察
所

東
京
都

東
京
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

横
浜
保
護
観
察
所

横
浜
市

横
浜
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

新
潟
保
護
観
察
所

新
潟
市

新
潟
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

甲
府
保
護
観
察
所

甲
府
市

甲
府
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

長
野
保
護
観
察
所

長
野
市

長
野
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

静
岡
保
護
観
察
所

静
岡
市

静
岡
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

富
山
保
護
観
察
所

富
山
市

富
山
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

金
沢
保
護
観
察
所

金
沢
市

金
沢
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

福
井
保
護
観
察
所

福
井
市

福
井
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

岐
阜
保
護
観
察
所

岐
阜
市

岐
阜
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域
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名
古
屋
保
護
観
察
所

名
古
屋
市

名
古
屋
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

津
保
護
観
察
所

津
市

津
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

大
津
保
護
観
察
所

大
津
市

大
津
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

京
都
保
護
観
察
所

京
都
市

京
都
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

大
阪
保
護
観
察
所

大
阪
市

大
阪
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

神
戸
保
護
観
察
所

神
戸
市

神
戸
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

奈
良
保
護
観
察
所

奈
良
市

奈
良
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

和
歌
山
保
護
観
察
所

和
歌
山
市

和
歌
山
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

鳥
取
保
護
観
察
所

鳥
取
市

鳥
取
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

松
江
保
護
観
察
所

松
江
市

松
江
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

岡
山
保
護
観
察
所

岡
山
市

岡
山
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

広
島
保
護
観
察
所

広
島
市

広
島
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

山
口
保
護
観
察
所

山
口
市

山
口
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

徳
島
保
護
観
察
所

徳
島
市

徳
島
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

高
松
保
護
観
察
所

高
松
市

高
松
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

松
山
保
護
観
察
所

松
山
市

松
山
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

高
知
保
護
観
察
所

高
知
市

高
知
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

福
岡
保
護
観
察
所

福
岡
市

福
岡
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

佐
賀
保
護
観
察
所

佐
賀
市

佐
賀
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

長
崎
保
護
観
察
所

長
崎
市

長
崎
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

熊
本
保
護
観
察
所

熊
本
市

熊
本
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

大
分
保
護
観
察
所

大
分
市

大
分
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

宮
崎
保
護
観
察
所

宮
崎
市

宮
崎
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

鹿
児
島
保
護
観
察
所

鹿
児
島
市

鹿
児
島
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

那
覇
保
護
観
察
所

那
覇
市

那
覇
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域

別
表
第
三
（
第
八
十
六
条
関
係
）

名
称

位
置

管
轄
区
域

東
京
出
入
国
在
留
管
理
局
成
田
空
港
支
局

成
田
市

千
葉
県
の
う
ち
成
田
国
際
空
港
の
区
域

東
京
出
入
国
在
留
管
理
局
羽
田
空
港
支
局

東
京
都
大
田
区

東
京
都
の
う
ち
東
京
国
際
空
港
の
区
域

東
京
出
入
国
在
留
管
理
局
横
浜
支
局

横
浜
市

神
奈
川
県

名
古
屋
出
入
国
在
留
管
理
局
中
部
空
港
支
局

常
滑
市

愛
知
県
の
う
ち
中
部
国
際
空
港
の
区
域

大
阪
出
入
国
在
留
管
理
局
関
西
空
港
支
局

大
阪
府
泉
南
郡

田
尻
町

大
阪
府
の
う
ち
関
西
国
際
空
港
の
区
域

大
阪
出
入
国
在
留
管
理
局
神
戸
支
局

神
戸
市

兵
庫
県
（
大
阪
国
際
空
港
の
区
域
を
除
く
。
）

福
岡
出
入
国
在
留
管
理
局
那
覇
支
局

那
覇
市

沖
縄
県
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